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新京特別市の建築

　関東軍の謀略によって建国された満州国では、1932年の３月に新京特別市（現・長春市、以降新京と

する）が国都として成立した。以降、新京では国都建設局、南満州鉄道株式会社の主導で立案された国

都建設計画が進行し、多くの日本人建築家が都市計画に参画した。日本人が国外にて都市計画に携わっ

た稀有な例であるが、新京の都市計画は先行研究において他の植民地都市と比べ議題に上がることが少

なかった（１）。だが、新京は日本が植民地にて行った大規模な近代都市計画であり、日本近代建築史の

潮流において重要な位置を占めている。故に、本研究では一次資料（２）を参照しつつ、議論の対象とさ

れることの少なかった新京の都市計画に光を当てることで、植民地において日本がどのように建築を利

用したのかを明らかにすることを目的としている。日本人建築家が関与した建築については、主に1930

年代の日本国内において流行した帝冠様式の延長線上として捉える議論が主流である。他方、日本の植

民地建築を主題に研究を行った西澤泰彦氏は新京における官衙建築について考察を展開している。だが、

関東軍司令部庁舎については未だ議論の余地が残されている。本研究においては、先行研究を踏まえつ

つ、従来注目されることの少なかった関東軍司令部庁舎に焦点を当てることによって、いくつかの新知

見を提起した。以下三つが重要な観点である。

①新京にみられる東アジアの伝統的な都市計画

②新京市内の建築における植民地建築の変化

③関東軍司令部庁舎の建築意匠・装飾

こうした議論から得られた新知見を中心に、本研究の概要を以下、簡潔に述べる。

　新京の都市計画について、まずは満州国皇帝の居城として建設予定であった宮内府の建設位置に着目

した。都市計画を主導した南満州鉄道株式会社、国都建設局の日本側要人は、満州国政府が強固に主張

した「宮内府の正面を南向きに建設する」条件のもと、宮内府の正面が南向きになる立地を選定してい

る。南満州鉄道株式会社経済調査会が作成した『新京都市建設方策』では、好条件の立地を差し置き、

宮内府が正南する立地を採択した経緯が記されている。つまり、満州国政府が提示した「君子が北を背

に南面して統治をする」という東アジア地域における伝統的な都市計画に基づいた条件を、日本側は承

認したのである。満州国皇帝の正当性を喧伝するために、日本側が伝統的な都市計画を利用したと理解

すべきであろう。

　続いて、新京市内において、宮内府と同様に南面した関東軍司令部庁舎の建設位置に目を向けた。南

北に伸びる大通りである大同大街沿いに建てられ、利便性を考慮するなら大通りに面すべき庁舎は、南

を向くように設計されていた。この不自然な配置を考察するにあたり、外地における統治機構であった

朝鮮総督府の庁舎設計に視点を移した。同庁舎では、総督が南を向き執務が行えるよう、本来は正庁が
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置かれるはずの空間に総督の執務室が置かれている。関東軍司令部庁舎の建設位置についても、朝鮮総

督府庁舎の事例と同様に天皇の代理者であった関東軍司令官の権威を象徴するための配置であったと解

釈できる。

　新京では、主に大同広場周辺と宮内府一帯に官衙建築が集中している。大同広場には初期に建設され

た《第一庁舎》、《第二庁舎》はどちらも西洋式の躯体にアジア趣味の装飾を用いた建築である。宮内府

一帯には、宮内府から南に伸びる順天大街に《満州国国務院庁舎》をはじめ、《満州国司法部庁舎》な

どの官衙建築が建ち並んでいる。これら官衙建築は、フランスの建設会社が設計を担当した《満州国外

交部庁舎》を除き、西洋式の躯体にアジア趣味の装飾を加えた折衷様式である。官衙建築に見られる折

衷様式について、以下の４つの特徴を持つ様式とし、「満州国様式」と定義づけることができると考え

られる。本修論では、①満州国の雰囲気を基調とした外観、②アジア風の屋根・装飾、③左右対称の正

面、④塔屋や塔を用いて建築の中央部分を強調する外観を有する建築を「満州国様式」として定義づけ

た。

　新京の建築は日本が関わった外地における都市計画では希少な例であった。日本の勢力圏にあった朝

鮮、台湾、大連、奉天に建てられた公共建築は、辰野金吾やその弟子たちが手がけた本格的な西洋建築

である。新京と他の勢力圏下の都市における建築は、以下の３点からその違いが生じたと考えられる。

　まず、建築に「満州らしさ」が求められたことが影響したと指摘できる。駒井徳三を始め、都市計画

の責任者たちは新京に建設する建築に「満州らしさ」を求めた。建築家たちは当時の国内で流行した、

「日本らしさ」を表象する建築様式であった「帝冠様式」に着想を得て、アジア風の屋根を冠した折衷

様式を採用したと考えるべきである。

　続いて、満州事変以降、西洋建築を建てる必要性が失われたことが起因しているといえよう。満州国

を契機として日本が東アジアにおける欧米列強の支配構造から外れた。その結果、列強諸国に支配能力

を示す指標、つまりは西洋建築に範をとった建築を建てる必要性が失われ、独自の様式が発展するきっ

かけが生まれたと考えるのが自然である。

　最後に、新京が満州事変以降に計画された都市であったことに起因すると考えられる。前述の朝鮮、

台湾といった都市は建設当時、欧米列強の一員として西洋式の都市を建設する必要があった。大連、奉

天は日本の勢力圏下に組み込まれる以前はロシア帝国によって建設されており、既存の都市景観に迎合

して西洋建築が建設されている。新京は荒野に建設された都市であり、新たな試みが可能な環境であっ

たため、従来の植民地とは異なる建築が生じたことが影響したのであろう。

　関東軍司令部庁舎は、日本の城郭建築を模した帝冠様式建築である。日本の城郭建築、特に天守は権

力の象徴であった。為政者の権威を示した天守を模した装飾を司令部庁舎の意匠に用いることで、満州

国内における権威を示したといえよう。加えて、庁舎建設時の２年前、1931年には姫路城が旧国宝指定

となり、大阪城は天守が再建されている。また、庁舎の工事を受注した大林組は大阪城の天守を施工し

ており、天守再建で培った知見を活用した可能性も否めない。関東軍司令部庁舎は関東軍経理部が設計

を担った。上記の姫路城、大阪城はともに陸軍が接収した軍事施設であり、意匠設計にあたり参考にし

たと解釈すべきである。

　関東軍経理部が帝冠様式を採用した背景を考える上で、帝冠様式が採用される要因となっていた、「用

途」と「立地」の観点から考察した。初期の帝冠様式建築である《神奈川県庁舎》の設計要旨には、「日

本の表玄関」という「立地」、そして「我国の表玄関として求められたる本庁舎」という「用途」を踏
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まえ、和洋折衷の帝冠様式を採用している。同様に、九段下の《軍人会館》は「皇居周辺」という「立

地」、そして「在郷軍人会本部」という「用途」が帝冠様式の採用される背景にあった。以上の点を踏

まえると、関東軍司令部庁舎は満鉄付属地の周辺という「立地」、そして満州国における日本の中枢と

いう「用途」を担っていた。まさに帝冠様式を採用するに適当な施設である。そして、満州事変以降、

西洋建築を建設する必要のなくなった設計者が日本に起源を持つ権威的な建築、城郭建築の天守を意匠

に取り入れ、関東軍の権威を内外に広く喧伝する意図があったと解釈すべきである。

　以上の事例を踏まえ、帝冠様式は戦時中において軍国主義を表象したと言える。初期の帝冠様式建築

と軍国主義との関係は希薄である。しかし、1930年代から1940年代にかけて日本の勢力圏にあった帝冠

様式には明らかな軍部との関わりが認められる。帝冠様式が演出する威容と日本的な表現は、日本軍の

権威や日本による統治を示すにあたり、最適な建築様式であったことが主な要因であろう。

　加えて、庁舎の上部に載せられた鴟尾についても考察を行った。城郭建築であれば鯱鉾が適当である

が、本庁舎には中国および周辺諸国で広く用いられた鴟尾が用いられている。これは、満州国の標語で

ある五族協和を構成する民族に共通する伝統的な棟飾りである鴟尾を戴くことで、満州国の目指した五

族協和を表象する意図があったと考えるのが妥当である。

　一方で、庁舎正面に掲げられた菊花紋章については、国家への献身を象徴する愛国主義的な装飾であ

る可能性も指摘できたが、戦争が激化する以前の1930年代は、こうした思想との関連は希薄であり、軍

事施設に掲げる規定の装飾であったことが明らかとなった。

　本研究では、新京の都市計画について上記のような知見をもたらした。満州国における実権を握った

関東軍の司令部庁舎は、いみじくも中国の地にあって、同国で伝統的に用いられた都市計画を利用し、

満州国における実質的な支配者であることを仄めかしていた。一方で、都市計画を主導した日本側の要

人は、満州国皇帝の居城たる宮殿を南面させるという満州国政府側の要望に応えた。傀儡である満州国

の国家としての正当性を示す、または皇帝の権威を利用して満州に居する漢族・満族の統率を試みた故

の判断であることが示されている。

　新京市街に建てられた官衙建築もまた、政治的な意図を背景に含んだ建築であった。西澤氏による指

摘から、欧米列強による東アジア支配の枠組みから外れた日本は帝冠様式をはじめとした独自の建築様

式の創出を試みたことがわかる。新京においては、他の植民地とは異なり、西洋の枠組みにとらわれな

い新たな建築様式として、帝冠様式を原案とした「満州らしさ」を演出した建築が発展したのである。

注

（１）　新京を研究対象に挙げた先行研究として、以下が挙げられる。
　越澤明『満州国の首都計画』、筑摩書房、2002。
　西澤泰彦『日本植民地建築論』、名古屋大学出版会、2008。
　同上『東アジアの日本人建築家─世紀末から日中戦争─』、柏書房、2011。

（２）　本研究で参照した一次資料のうち、特に重要なものを以下に挙げる。
　相賀兼介「建国前後の思出」『満州建築雑誌』、22巻10号、1942、pp.5-14。
　石井達郎「国務院を建てる頃」『満州建築雑誌』、22巻10号、1942、pp.35-36。
　駒井徳三『大満州国建設録』、中央公論社、1933。
　牧野正巳「建築拾年と建築文化」『満州建築雑誌』、22巻10号、1942、pp.15-24。
　南満州鉄道株式会社経済調査会『新京都市建設方策』、南満州鉄道経済調査会、1935。
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。

優
秀
修
士
論
文
概
要

松
尾
大
社
三
神
像
に
つ
い
て
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村
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最
近
で
は
伊
東
史
朗
氏
が
「
秦
氏
本
系
帳
」
に
も
と
づ
い
て
、
同
書
中
の
「
三
所
大
明

神
」
に
比
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
制
作
背
景
に
つ
い
て
は
、
松
田
誠
一
郎
氏
が
清
和
天

皇
即
位
を
め
ぐ
る
国
家
的
な
政
治
動
向
に
、
伊
東
史
朗
氏
が
円
珍
の
入
唐
祈
願
に
そ
の

機
運
を
求
め
て
い
る
。

第
三
章
　
三
神
像
の
造
形
と
制
作
年
代

　

第
三
章
で
は
三
神
像
の
構
造
、
造
形
の
点
か
ら
制
作
年
代
を
推
定
し
た
。
ま
ず
構
造

で
は
、
男
神
像
の
脚
部
材
は
と
も
に
上
下
段
に
分
か
れ
て
お
り
、
伊
東
史
朗
氏
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
貞
観
九
年
（
八
六
七
）
頃
の
京
都
東
寺
不
動
明
王
坐
像
（
西
院
安
置
）

が
脚
部
の
地
付
部
前
寄
り
に
板
材
を
矧
ぐ
の
と
似
る
。
ま
た
、
老
年
像
や
壮
年
像
で
一

部
に
木
屎
漆
を
用
い
る
点
が
、
奈
良
薬
師
寺
八
幡
三
神
像
の
う
ち
の
仲
津
姫
命
坐
像
な

ど
九
世
紀
の
作
例
に
共
通
す
る
。
構
造
の
観
点
か
ら
三
神
像
は
九
世
紀
の
作
例
に
近
い
。

さ
ら
に
表
現
の
上
で
は
、
正
面
か
ら
見
る
と
脚
部
が
上
下
に
厚
く
、
全
体
に
体
型
が
や

や
ず
ん
ぐ
り
と
し
て
い
る
点
が
、
京
都
広
隆
寺
地
蔵
菩
薩
坐
像
や
滋
賀
園
城
寺
円
珍
坐

像
（
御
骨
大
師
）
の
よ
う
な
九
世
紀
後
半
の
作
例
に
共
通
す
る
。
ま
た
、
松
田
誠
一
郎

氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
壮
年
像
の
、
目
鼻
立
ち
を
大
き
く
表
し
面
部
い
っ
ぱ
い
に
配

す
点
が
京
都
広
隆
寺
地
蔵
菩
薩
坐
像
に
よ
く
似
る
。
当
初
の
表
面
が
残
る
箇
所
の
衣
文

に
注
目
す
れ
ば
、
女
神
像
の
脚
部
に
は
や
や
硬
い
表
現
の
衣
文
が
み
ら
れ
る
。
同
様
に

や
や
硬
い
表
現
の
衣
文
を
配
す
る
作
例
と
し
て
滋
賀
園
城
寺
円
珍
坐
像
が
あ
る
。
以
上
、

三
神
像
は
九
世
紀
後
半
の
作
例
と
近
く
、
そ
の
頃
に
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
四
章
　
三
神
像
の
神
名

　

第
四
章
で
は
、
三
神
像
そ
れ
ぞ
れ
の
神
名
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
特
に
注
目
し
た
の

が
「
秦
氏
本
系
帳
」
で
あ
る
。「
秦
氏
本
系
帳
」
は
、
現
在
の
祭
神
で
あ
る
市
杵
島
姫

命
の
鎮
座
譚
を
載
せ
、
第
二
章
で
述
べ
た
と
お
り
伊
東
史
朗
氏
の
新
説
の
根
拠
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
三
神
像
研
究
に
お
い
て
、
成
立
年
代
な
ど
そ
の
書
誌

情
報
に
つ
い
て
は
確
認
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　
「
秦
氏
本
系
帳
」
に
つ
い
て
触
れ
る
研
究
と
し
て
、
北
條
勝
貴
氏
の
研
究
が
挙
げ
ら

れ
る
。
そ
れ
に
従
え
ば
、
ま
ず
「
秦
氏
本
系
帳
」
に
つ
い
て
は
、『
本
朝
月
令
』
松
尾

祭
事
及
び
中
酉
賀
茂
祭
事
、『
政
事
要
略
』
交
替
雑
事
に
引
用
さ
れ
る
逸
文
の
み
が
残

る
と
い
う
。
ま
た
、『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
三
月
二
十
六
日
条
に

お
い
て
は
、
五
畿
七
道
諸
国
の
神
社
の
祝
部
氏
人
に
三
年
に
一
度
「
本
系
帳
」
を
提
出

す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
北
條
氏
は
、
こ
の
命
令
に
お
け
る
本
系
帳
に
つ
い
て
、
神
職

を
務
め
る
祝
部
の
氏
族
の
来
由
と
系
譜
を
記
し
た
も
の
と
推
測
し
た
。
次
い
で
、『
本

朝
月
令
』
所
引
の
記
事
は
氏
神
に
関
連
す
る
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
記
の
命
令
に

従
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
秦
氏
本
系
帳
」
は
元
慶
五
年

三
月
の
命
令
に
よ
っ
て
秦
氏
が
作
成
し
た
も
の
と
な
ろ
う
。

　

近
年
、
神
名
に
つ
い
て
新
説
を
唱
え
た
伊
東
氏
は
、
現
在
の
松
尾
大
社
本
殿
に
は
二

つ
の
座
の
み
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
さ
ら
に
諸
記
録
を
参
照
し
た
上

で
平
安
時
代
に
も
同
様
の
設
え
が
な
さ
れ
て
い
た
と
推
測
し
、
当
時
か
ら
本
殿
で
は
大

山
咋
神
と
市
杵
島
姫
命
の
二
柱
の
み
の
安
置
形
式
で
あ
っ
た
と
し
た
。
ま
た
、
中
酉
賀

茂
祭
事
所
引
「
秦
氏
本
系
帳
」
で
秦
氏
が
奉
斎
す
る
神
と
し
て
記
さ
れ
る
「
三
所
大
明

神
」
に
つ
い
て
、
既
に
本
殿
で
は
二
柱
の
神
が
祀
ら
れ
る
た
め
、
本
殿
以
外
の
社
殿
に

求
め
、
神
宮
寺
の
三
神
像
に
比
定
し
た
の
で
あ
る
。「
三
所
大
明
神
」
の
う
ち
「
松
尾

大
明
神
」
を
松
尾
社
の
主
神
大
山
咋
神
、「
別
雷
命
」
を
現
在
の
上
賀
茂
神
社
の
祭
神
、

ま
た
「
御
祖
神
」
に
つ
い
て
は
「
秦
氏
本
系
帳
」
に
登
場
す
る
「
玉
依
日
売
」
と
い
う

下
鴨
神
社
の
女
神
と
し
た
。
男
神
が
二
柱
、
女
神
が
一
柱
と
い
う
構
成
は
三
神
像
に
も

見
合
う
。

　

た
だ
し
、
こ
の
三
柱
へ
の
奉
斎
が
行
わ
れ
て
い
た
場
所
が
神
宮
寺
で
あ
っ
た
と
「
秦

氏
本
系
帳
」
に
直
接
的
に
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
伊
東
説
も
検
討
の
余
地
が
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あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
上
で
本
稿
で
は
、
神
の
た
め
の
寺
院
で
あ
る
神
宮
寺
で
本
殿

と
同
じ
神
を
祀
っ
て
も
不
自
然
で
は
な
い
と
い
う
立
場
か
ら
、
老
年
像
を
古
来
の
祭
神

で
あ
る
大
山
咋
神
に
、
女
神
像
を
「
秦
氏
本
系
帳
」
に
も
鎮
座
譚
が
載
る
市
杵
島
姫
命

に
、
壮
年
像
は
そ
の
御
子
神
と
考
え
た
。

　

ま
た
、
三
神
像
の
内
、
老
年
像
と
壮
年
像
で
は
面
貌
と
体
軀
に
お
い
て
老
若
の
対
比

が
取
ら
れ
、
な
お
か
つ
纓
の
垂
れ
る
向
き
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
さ
ら
に
、
丸
山
士
郎

氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
壮
年
像
で
は
冠
の
額
部
分
で
薄
く
肉
色
が
施
さ
れ
透
け
る
よ

う
な
表
現
が
さ
れ
て
お
り
、
後
世
に
若
年
者
が
着
け
る
透
額
に
近
い
。
二
男
神
像
の
対

比
的
な
造
形
と
老
若
の
表
現
か
ら
は
、
親
神
と
子
神
と
い
う
関
係
が
想
定
で
き
る
。

第
五
章
　
三
神
像
の
制
作
背
景

　

第
五
章
で
は
三
神
像
の
制
作
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
神
名
比
定
の
作
業
か
ら
、

三
神
像
は
、
秦
氏
に
よ
り
祀
ら
れ
て
き
た
親
神
と
子
神
に
比
定
で
き
、
そ
れ
は
秦
氏
に

よ
っ
て
信
奉
さ
れ
て
き
た
氏
神
の
像
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
、
九
世
紀
半
ば
頃
に
松
尾
社
の
神
階
が
相
次
い
で
上
昇
し
た
こ
と
か
ら
、

松
尾
社
が
秦
氏
の
氏
神
か
ら
国
家
的
な
神
へ
変
化
し
た
と
し
、
そ
う
し
た
状
況
を
三
神

像
の
制
作
に
関
連
さ
せ
た
松
田
誠
一
郎
氏
の
説
が
あ
る
。
し
か
し
、
朝
廷
に
よ
る
祭
祀

へ
の
関
与
は
限
定
的
で
あ
っ
た
と
す
る
榎
村
寛
之
氏
の
説
を
考
慮
す
れ
ば
、
三
神
像
は

秦
氏
に
よ
る
氏
神
祭
祀
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
。

　

三
神
像
を
秦
氏
の
氏
神
の
像
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
脚
を
組
む
座
り
方
や
、
女

神
像
の
頸
に
刻
ま
れ
る
三
道
の
よ
う
な
皺
と
い
っ
た
、
仏
像
の
よ
う
な
造
形
の
特
徴
が

あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
特
徴
は
従
来
か
ら
仏
教
的
な
要
素
と
み
な
さ
れ
、

神
仏
習
合
思
想
の
反
映
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。

　

秦
氏
が
い
つ
か
ら
神
仏
習
合
思
想
を
受
容
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
受
容
の

背
景
に
は
広
隆
寺
造
営
な
ど
飛
鳥
時
代
以
来
の
仏
教
信
仰
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

神
仏
習
合
思
想
を
具
体
的
な
造
形
に
す
る
に
あ
た
り
、
仏
像
の
要
素
を
氏
神
の
像
に
部

分
的
に
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
思
想
の
具
現
化
に
成
功
し
た
の
は
、
秦
氏
に
あ
っ
て

は
じ
め
て
行
い
得
た
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

秦
氏
が
神
仏
習
合
思
想
の
も
と
に
氏
神
を
祀
る
べ
く
神
像
を
制
作
し
た
動
機
に
つ
い

て
は
、
憶
測
と
な
る
も
の
の
、
仏
教
の
力
で
神
威
を
増
す
と
い
う
当
時
の
思
想
な
ど
が

参
考
に
な
る
。

三
神
像
の
神
像
彫
刻
史
上
の
意
義
│
む
す
び
に
か
え
て
│

　

三
神
像
の
特
徴
は
、
神
社
を
奉
斎
し
て
い
た
秦
氏
が
関
わ
っ
た
上
で
、
仏
教
的
な
要

素
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。

　

神
仏
習
合
思
想
は
中
国
か
ら
伝
来
し
、
中
央
か
ら
地
方
へ
と
伝
播
し
て
い
っ
た
と
さ

れ
る
。
俗
形
に
仏
教
的
な
要
素
を
交
え
た
神
像
も
、
中
央
か
ら
地
方
へ
伝
播
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
が
想
定
さ
れ
る
と
、
三
神
像
は
、
各
地
に
存
在
す
る
仏
教

的
要
素
を
あ
ら
わ
す
俗
形
神
像
に
先
行
す
る
存
在
と
い
え
る
。
よ
り
踏
み
込
め
ば
、
長

い
仏
教
信
仰
の
伝
統
が
あ
っ
た
秦
氏
に
よ
り
、
俗
形
の
神
の
姿
に
仏
教
的
要
素
を
付
与

す
る
造
形
表
現
が
考
案
さ
れ
た
可
能
性
も
高
い
。
三
神
像
を
含
め
、
初
期
神
像
作
例
は

仏
教
的
要
素
を
表
す
も
の
が
多
い
。

　

三
神
像
は
、
そ
の
制
作
の
主
体
が
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
神
仏
習
合
受
容
の

具
体
的
な
様
相
を
示
す
作
例
で
あ
り
、
神
像
彫
刻
史
を
考
え
る
上
で
、
き
わ
め
て
重
要

で
あ
る
。
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